
みぬま見聞館をご利用いただく方へ、感染対策について 

 

令和5年5月23日 

 

【感染対策について】 

令和5年 5月8日以降の基本的感染対策については、行政が一律に求めるのではなく、個人の主

体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本とされています。 

みぬま見聞館をご利用いただく方も、国のアドバイザリーボードにおいて示された以下の5つの基

本を参考にご自身でご判断ください。 

  

1.体調不安や症状がある場合、無理せず自宅で療養あるいは受診  

2.日常の生活習慣としての手洗い等の手指衛生  

3.その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施  

4.適度な運動、食事などの生活習慣の理解・実行  

5.換気の励行、密集・密接・密閉（三密）の回避 

 

【みぬま見聞館の感染対策について】 

みぬま見聞館では、以下のとおり引き続き基本的な感染対策を行います。 

 

1.職員のマスク着用、手洗いや手指の消毒、出勤前の体調確認を行います。 

2.施設玄関、受付窓口及びトイレの手洗い場所にアルコール消毒液を設置します。 

3.受付窓口に飛沫防止用の透明シートを設置します。 

4.館内の手すり、ドアノブ、テーブル、カウンター等は、定期的に消毒をします。 

5.館内は、常時換気を行います。そのほか必要に応じて自然換気等を行います。 

6.リサイクル肥料の手続きは、手指の消毒を行い、金銭の受渡しはコイントレーで行います。 

7.図書等の資料は、ご協力により返却ボックスに投入いただいたあと、回収・消毒を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


